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行政評価制度運用マニュアル

第２次東御市総合計画のスタートとともに、平成 26 年度より総合計画の着実な推進と行財政運営

の適正化・効率化を図っていくことを目的に、行政評価制度を導入しました。この制度の導入から

５年が経過する中で、サマーレビュー（事務事業点検改善強化活動）の導入や予算編成の「一般財

源の枠配分」により、予算配分に関する権限が各部局へ移譲されました。

これらの制度の導入により、現行の行政評価制度においては、施策評価システムのサイクルに作

業手順の重複がみられること、また事務事業評価の結果が、次年度以降の予算編成に効率的かつ効

果的に活用されていない状況にあります。

したがって、第２次東御市総合計画・後期基本計画がスタートする今年度に、以下の点について

改善を行います。

１ 「行政評価（Check)」を単体で行うのではなく、サマーレビュー活動の一環として、一体的に

取り組むことで、各課の事務作業の軽減化を図ります。

２ 「一般財源の枠配分」方式は、主管部局の権限と責任で、自らが新たな需要を捉え、効果が薄

れた事業は見直し、限られた財源を適正に配分する仕組みであることから、施策を構成する事務

事業評価を完全に主管部局へ委ねることとし、事務事業評価は、市民への説明が必要となる「単

年重点事業」及び「実施計画事業（単年重点事業と重複するものは除く）」のみを評価します。

行政評価制度は、施策レベルの視点から評価を行うものであり、行政評価の仕組みを、企業活動

と同様の「計画（Plan）→実施（Do）→評価（Check）→改善（Action）」というマネジメント・サ

イクルの中に組み込み、新総合計画の進捗管理ツールとして構築したものです。

図１ 総合計画の進行管理フロー（行政評価のサイクル）
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１ 行政評価システムのねらい

（１）成果志向の行政経営

民間の経営的視点に立って、行政運営をこれまでの“どれだけの資源を投入したか”、“どれだ

けのサービスを提供したか”ではなく、結果として“何が得られたか”、“どのような効果がもた

らされたか”といった成果重視へ転換し、「経営」という視点にたった行政運営を進める。

（２）行政資源の効率的配分を行う

限られた行政資源（ヒト、カネ、モノ）を効率的・効果的に活用するために、目的や必要性、

効果などを把握・評価し、施策の重点化や事務事業の拡大、維持、縮小等を決定し、予算配分の

適正化を進める。

（３）市民への説明責任

市民と協働して“まちづくり”を進めていくために、施策の評価・検証を、市民と協働管理し

ていくとともに、進捗状況を市民に伝え、説明責任と透明性を確保する。

（４）職員意識の改革

市民との対話を通じて、“何のためにやるのか”“誰のための事業か”を考え、現状のままでよ

いかを常に自らに問いかける職員となるよう意識の改革を図るととともに、目的やコスト意識の

向上と政策立案・政策形成能力を培う。

２ 行政評価システムの構成

総合計画体系の政策・施策・事務事業に対する「施策評価」と、施策を具体的に実現する手段で

ある事務事業に対する「事務事業評価」で構成します。

図２ 総合計画の体系と評価の対象

総合計画に掲げる施策

前期：64施策、後期：53施策
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３ 評価の対象

総合計画（前期基本計画：64施策、後期基本計画：53 施策）

基本計画５ヵ年の計画期間中に掲げる施策を対象に評価を実施します。

４ 評価システムの基本的な考え方

（１） 施策評価システム

ア 施策評価

施策評価とは、“市民生活という視点注１）からの達成度測定であり、且つ、事務事業のバラン

スの検証による、施策の最適化を図るためのマネジメント・ツール”

施策目標に対する達成度を測定するとともに、施策実現の手段たる「実施計画事業」や「その

他事務事業」の拡大、維持、縮小、廃止、再構築（スクラップ＆ビルド）といった優先性注２）の方

針決定（Action）を導くためのツールとなります。

イ 事務事業評価

事務事業評価とは、“実績の診断によって、その結果から事業内容の改善を図るなど、品質管

理を進めるための診断ツール”

施策目的と手段の関係でつながっている「単年重点事業」と「実施計画事業」のみを抽出し、

その施策への貢献度、成果向上の余地、コスト面を総合的に診断し、事業プロセスの改善を通じ

質的向上を図ります。

**************注１）“市民生活という視点”
市民が求めているものは、評価活動の結果、自分たちの生活水準がどのように向上し、地域

社会にどのような便益があったのか、という施策レベルの視点であります。

一見、市民生活に直接影響を及ぼすのは個々の「事務事業」単位にあるように考えられます

が、目的を同じくするいくつかの事務事業が組み合わさることによって、はじめて市民生活や

社会環境へ影響を与えるレベルになってきます。

そのため、“木を見て森を見ず”に陥ることが無いよう、大局的な視点＝「施策レベル」の視

点で達成度を測定する必要があります。

**************注２）“優先性”
事務事業はそれぞれ異なる役割を持つため、単純に並べただけでは序列化することはできま

せん。“木を見て森を見ず”を引用しましたが、“木”そのものは皆大事なものであるため切る

ことができません。

しかし、一つ上の視点から捉え“森”レベルとすれば「どの“木”が“森”への貢献度が高

いのか」を比較でき、その優先性が明らかになってくるものと考えます。
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※ 事務事業評価だけでは事業のス

クラップ＆ビルドができない。

施 策

細施策

細施策

細施策

重点事業

実施計画事業

重点事業

実施計画事業
事務事業は、それぞれ異なる特

性をもち、実施目的が異なってい

るため、客観的な採点基準を用い

ても良し悪しの順位付けはできま

せん。そのため一つ上のレベルの

視点からの判断する＝施策レベル

評価を導入します。

図3 施策評価と事務事業評価の図解

５ 評価の視点

（１）施策評価

施策評価の最大の使命は「事業バランスの検証による施策の最適化」であります。そのため施

策評価は、「目標達成度の分析」、「市民協働の分析」、「費用対効果」の３つの視点から「事務事業

の選択と集中」を明らかにしていきます。

ア 施策目標（成果指標及び進捗管理指標）の分析（有効性）

様々な事業に取り組んだ結果、総合計画に定める「施策目標」の達成率はどうであったのか、

という成果について評価します。

イ 市民と行政の役割分担の分析（効率性）

施策達成のためには、まちづくり主体である「市民」「地域及び事業者」「行政」が一体と

なって、それぞれの責任領域に対する取り組みを進めなければ目標を達成することができません。

そのため、協働してどう取り組めたのか、役割分担は適切であったのかを評価します。「協働」

の進展がなければ、当然のことながら行政活動の効率が悪い＝“効率性が低い”という評価に

なります。

ウ 成果コストの分析（経済性）

どんなに大きな成果を得られたとしても、莫大な経費をかけていたら、「最小の経費で最大の

効果を得る」ことになりません。投入された経費と成果量の関係を示すため、“成果の単位あた

りにいくらかかったのか”を経年比較して評価します。

施策評価

事務事業評価（単年重点重点事業・実施計画事業）
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原則としては「トータル事務事業推進コスト」を「事業実績」（件数、人数、回数等）で割っ

て算出することを基本とします。

（２）事務事業評価

事務事業評価の目的は「品質管理」であるため、「成果向上」と「経費縮減」が最大の使命とな

ります。事務事業指標による定量的な評価と数値では図れない定性的な評価を組み合わせ、次の

３つの視点から評価を行い、施策への貢献性を明らかにし、今後の事務事業の方向性を考えます。

この評価における方向性を踏まえ、次年度以降の実施計画査定へつなげます。

ア 有効性

事務事業の成果として設定した目標値がどれだけ達成できたのか、成果向上の余地はある

のかなど、事務事業の有効性を診断します。

イ 必要性

市が関与する必要があるのか、市民益になるのか、社会環境、市民ニーズの状況や協働の

進捗から見直す必要があるのかなど、事務事業の必要性を診断します。

ウ 経済性

投入した行政コスト（ヒト・カネ・モノ）に見合った結果がでているのか、実施方法に無

駄は無いか、コスト削減の余地はないかなど、事務事業の効率性を診断します。

６ 施策評価・事務事業評価の作成

施策評価の実施にあたっては、「総合計画進行管理・施策評価シート」（様式１）と「施策を構

成する事務・事業評価シート」（様式２）により、主管課長等が作成します。

７ 評価の時期

行政評価を実施する時期は、「Plan 段階」「Check 段階」「Action 段階」の年３回になります。

（１）「Plan 段階」（新年度シートの作成）

予算編成と連動して３月に作業を行います。

・様式１…「当年度の施策展開方針」と「施策展開」の立案

・様式２…「事務事業」「事業費」「成果指標」の設定

（２）「Check 段階」（サマーレビューの一環として実施）

決算と連動し６月に作業を行います。

・様式１…「施策の評価」と「施策を構成する事務・事業の方向性」の実施

・様式２…「事務事業の評価」の実施
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（３）「Action 段階」

実施計画、新規事業計画を立案する８月に作業を行います。

・様式１…「今後の施策展開に係る主管部長方針」の立案

・様式２…なし

＜留意点＞

この Action 段階までには内部的には７月に「行政評価委員会」による２次評価が、外部的には

７月に「総合計画推進市民会議」「まちづくり審議会」がそれぞれ開催され、進捗検証が行われま

す。その結果を踏まえたうえに、主管部長は次年度施策のマネジメントを進め８月の「市長面談」

に臨み、市長の意向を反映して Action が決定します。

行政評価制度運用マニュアル（H31改訂版）
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● 成果指標の捉え方

総合計画に掲げる施策には既に“成果指標”は設定されているものの、施策レベル以下の「事務

事業」については、新たに指標を設定する必要があります。その設定方法における考え方を示しま

す。

（１）成果指標設定における問題点の理解

成果指標とは、「施策・事業の実施により発生する効果・成果（アウトカム）を表す指標」であ

り、この設定にあたっては「市民から見た行政の効果」を示すことを基本としています。しかし、

設定するにあたっては、問題点も生じてしまうことを認識しておく必要があります。

ア 成果到達度（有効性）判断だけでは事務事業の見直しに結びつかない

目標対実績の評価方法では実績が低い場合“見直そう”とはならず“来年頑張ろう”に陥っ

てしまう問題点

イ 効果や成果の把握が簡単にできず、優劣を判断できない

何をもって成果を表す指標とすべきか判断がつかないために成果測定をためらわせ、結果、

行政評価制度に価値を見出せず徒労感のみが残ってしまうという問題点

① 成果が他の要因によって左右されやすい施策・事業

例：「商店街のにぎわい創出」 成果指標：「来街者数」

・天候や景気など外的要因によって左右されやすく、事業活動の結果得られた便益とはい

いにくい。

成果の数値化は容易であるが、成果が事業活動に連動しない。

② 精神的な価値観や抽象的な意義を追求する施策・事業

例：「美術館の充実」 成果指標：「市民の教養の高まり、豊かな心」

・ 教養の高まり、豊かな心の醸成は何も美術に接したことに限ったものではないうえ、

“教養と豊かな心”は測定することができない。

成果の数値化が困難であるとともに、成果が事業活動に連動しない。

③ 全くもって成果の数値化、把握が困難な施策・事業

例：「小学校区単位組織への自治権拡充」 成果指標「？」

・ 何をもって指標とすればよいかわからない。交付金の多寡？公共的な自主事業比

率？…いずれも行政側の都合による設定に陥る可能性大きい

成果の数値化は困難であるが、成果は事業活動に連動する。

↓

これら３つに関しては、明確な解決策がない！

行政評価制度運用マニュアル（H31改訂版）
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（２）成果指標設定の妥協点

“成果指標”の設定が困難なケースでは、次の方法によって妥協点を見出すとともに、評価は

成果のみ捉えて善し悪しを判断するものではないことを念頭に置いておきます。

ア 成果を段階で捉える

法令などの制度に基づく義務的なものを除き、どんな施策、事務事業であっても“最終的

にこうしたい”“こうなってもらいたい”という意図があって取り組んでいますから、何らか

の「変化」を捉えることは可能です。

従って、必ずしも最終的な成果だけを“成果”とするのではなく、より活動指標に近いも

のも成果の一部と考え、その段階レベルから最適なものを設定していくものとします。

図4 成果の細分化イメージ

［投入］→［活動］→［結果］→［短期成果］→［中期成果］→［最終成果］

又は →［中間成果］→［最終成果］

【成果を段階で捉えていくことによって解決できる例】

→ ①②に該当する施策・事業

（例１）施策「商店街の賑わい創出」

※最終成果として「商店街が魅力的であると思っている人の割合」など、市民満足度も指標に

検討する必要があります。

（例２）事務事業「美術館の充実」

※最終成果としては市民満足度以外に適切な指標が見あたらない。

段階 求める成果 成果指標

短期成果

多くの人が集まり交流する、魅力あふれ

る楽しい商店街の実現

活性化会議の開催数、商店街組合の活性化

イベント等開催数

中期成果
地域ぐるみの活性化事業の開催数、商店街

の休日一日あたり来街者割合

最終成果 空き店舗活用率、新規起業店舗数

段階 求める成果 成果指標

短期成果 優れた美術作品を展示公開し、美術作品

の鑑賞の機会を広く市民に提供し、心豊

かな暮らしの実現を目指すとともに、芸

術文化の振興を図る。

企画展開催回数、企画展入館者数

中期成果 講座参加者数、リピーター率

最終成果 企画展の来館者満足度（※）

［成果］

［中間成果］

行政評価制度運用マニュアル（H31改訂版）
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（例３）事務事業「認知症サポーター養成事業」

（例４）施策「幹線道路網の整備」

（例５）事務事業「乳幼児医療費助成事業」

※ 医療費の高低を中間成果に設定した理由は、早期発見、早期治療が定着すれば、医療費の減少

につながる。

イ 市民満足度を求める

成果指標の設定が困難なケースの打開策として、アでは「結果」（アウトプット）と「成果」

（アウトカム）の間に「結果」に近い「成果」を設定していくことを検討しましたが、これ

でも設定に苦慮するケースがあります。（成果指標設定における問題点の理解イの②③のケー

ス）この場合は、市民満足度を採用、或いは併用していくことを考える必要があります。

※ この場合、すべての施策・事業に対して満足度調査を求めてしまっては、仕事のための仕事に

陥ってしまいます。指標設定の困難性に照らし必要性を判断して実施していく必要があります。

【市民満足度で捉えていくことによって解決できる例】

②③に該当する施策・事業

段階 求める成果 成果指標

短期成果 多くの市民の受講と養成 受講者数、受講者修了率

中期成果① 受講終了者のボランティア登録 ボランティア登録率、登録者数

中期成果②
認知症の人やその家族の生活を見守る

体制を構築する
ボランティア稼働率、地域ニーズ充足率

最終成果
認知症になっても地域で生活すること

ができるようにする
在宅で生活する認知症者の割合

段階 求める成果 成果指標

中間成果 道路整備計画の達成 整備率

最終成果
市民にとって快適で便利な道路環境の

実現

通過時間短縮率、渋滞緩和率、安心して歩

ける人の割合

段階 求める成果 成果指標

短期成果

疾病の早期発見、早期治療による乳幼児

死亡の抑止

乳幼児医療証交付者数

中期成果 乳幼児一人あたり医療費（※）

最終成果 乳幼児疾病率の減少

行政評価制度運用マニュアル（H31改訂版）
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（例６）事務事業「小学校区単位組織への自治権拡充」

↓

※ 成果を“市民からみた行政の効果”と言及している以上、サービス需要者側の「市民満足度」という

視点も妥当な指標と考えられます。

＜参考＞

成果指標の設定にはやはり困難性を伴います。総務省が示す次の内容を十分に確認してください。

行政評価指標設定の課題と考え方

～平成 13年度地方公共団体における行政評価についての研究会報告～

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/click/001_13_houkoku.html

段階 求める成果 成果指標

中期成果
市民提案型事業を創設し、地域課題の

解決に向けた地域の主体性を高める

提案型事業要望に対する採択件数、地域

完結型の自主公共事業実施数

最終成果
地域民主主義の強化・成熟による地域

の活性化
財源移譲に伴う地域公共的事業の執行率

段階 求める成果 成果指標

中期成果
地域民主主義の強化・成熟による地域

の活性化

住民参加により地域課題を主体的に解決

していると感じる市民の割合

最終成果
住民自治が浸透してきていると感じる市

民の割合

行政評価制度運用マニュアル（H31改訂版）


